共同研究契約書（雛型）
学校法人酪農学園（以下、「甲」という。）と＊＊＊＊＊＊＊＊株式会社（以下、「乙」という。）は、以下のとおり共同研究契約を締結する。
（共同研究内容）
第１条　甲乙は、次の共同研究（以下、「本共同研究」という。）を実施する。
研究題目：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊に関する研究
研究目的：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊を目的とする。
研究内容：＊＊＊＊＊＊＊＊を行う。別紙「共同研究実施計画書」添付可。
（技術情報の提供）
第２条　甲乙は本共同研究に必要な研究材料や自己が所有する技術情報を提供する。ただし、第三者との契約で開示できないものについてはこの限りではない。
２　甲乙は、前項より提供された技術情報等を本共同研究のみに使用し、他の目的に使用してはならない。

（試験研究用資材等の提供）
第３条　乙は、試験研究用資材及び機械器具を甲に提供する場合、これらの搬入、取付け、取りはずし及び搬出に要する費用は、乙が負担するものとする。
２　乙が前項の規定により提供した機械器具の修繕または改造のための特別の費用は、乙の負担とする。ただし、当該修繕または改造が甲の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
（実験装置の持ち込み等）

第４条　甲乙は、本共同研究を行うに当たり必要と認めるときは、協議のうえ相手方に実験装置を持ち込むこと又は施設を利用することができる。この場合、設置する費用、使用に要する費用（修繕費を含む。）は別段の取り決めがない限り当該研究の実施を希望する機関が負担するものとする。

（研究経費の負担等）

第５条　乙は、本共同研究に要する研究経費として金xx,xxx,xxx円（うち消費税額及び地方消費税額x,xxx,xxx円を含む。）を負担する。また、研究経費の使途については甲の裁量に委ねる。

２　乙は、前項に規定する研究経費を、甲の発行する請求書に基づき甲が指定する銀行口座へ振込みによって納付するものとし、振込み手数料等は乙の負担とする。
３　本共同研究に要する研究経費は、原則として返還しない。

４　本共同研究における研究実施スケジュール、研究担当者等については、本契約書に附属する「共同研究実施計画書」のとおりとする。

（物品等の帰属）
第６条　本研究経費に基づき甲が取得した物品等の所有権は、すべて甲に帰属するものとする。

（契約期間）
第７条　本共同研究の契約期間は、202*年＊＊月＊＊日から202*年＊＊月＊＊日までとし、正当な理由なく甲乙どちらかが一方的に中止することはできない。
２　前項の規定に関わらず、第12条（研究成果の公表）及び第13条（秘密保持）の規定は本共同研究の契約期間満了の日から１年間有効とする。

（研究の着手）
第８条　甲は、第５条に基づき研究経費が乙より納入された後、速やかに第１条に基づく本共同研究に着手するものとする。

（実施計画の内容変更）

第９条　第５条第４項に規定する「共同研究実施計画書」の内容を変更しようとするときは、甲乙協議のうえ相手方の同意を得て変更するものとする。
（研究の中止又は期間の延長）
第10条　甲又は乙は、本共同研究の実施期間中において業務の都合上、又は天災その他やむを得ない事由が生じた場合、相手方と協議のうえ本共同研究を中止する、又は契約期間を延長することができるものとする。
２　前項の規定により、本共同研究を中止した場合においては、第２条により甲又は乙が相互に提供を受けた技術情報の全部（複製物含む。）を相手方に返還するか、又は相手方の指定する方法にて破棄するものとする。
（研究成果又は実施状況の報告）
第11条　甲乙は、202*年＊＊月＊＊日までに研究の経過及び結果を記載した報告書を作成し、相手方に提出する。
２　必要があるときは、甲乙は相手方に本共同研究の実施状況についての中間報告を求めることができる。

（研究成果の公表）
第12条　甲は、本共同研究によって得られた研究成果について公表若しくは公開する（以下、「研究成果の公表等」という。）。ただし、甲は研究成果の公表等にあたり、その公表時期、公表方法及び公表内容については甲乙協議し合意のうえでこれを行うものとする。
（秘密保持）
第13条　甲乙は、本共同研究の内容、相手方より開示された技術情報、成果等を相手方の承諾を得ずして第三者に漏らしてはならない。

（成果の帰属）
第14条　本共同研究の成果は甲及び乙に帰属する。

（権利の帰属）
第15条　本共同研究の実施過程において得られた研究成果等に基づく特許法、実用新案法、意匠法、商標法、種苗法、半導体集積回路の回路配置に関する法律等（以下、「知的財産権等」という。）に関しての出願が可能である場合、あらかじめ出願する前にその知的財産権等にかかる権利の帰属並びに出願内容等の条件を別途協議し、甲乙両者の文書による合意に基づきこれを決定する。
（契約の解除）
第16条　甲は、乙が第５条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
２　甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとし、解除を行った当事者に損害が生じた場合は、解除を受けた当事者に対して第５条に定める研究経費の金額を上限として当該損害の賠償を求めることができる。
一　相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
二　相手方が本契約に違反したとき。
（損害賠償請求額の制限）

第17条　研究期間中並びに研究終了後に紛争が生じた場合の損害賠償請求額の上限については、第16条第２項の規定を準用するものとする。

（反社会的勢力の排除）
第18条　甲又は乙は、自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、今後も該当しないことを表明・保証し、甲又は乙が各号のいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。解除を行った当事者に損害が生じた場合は、損害を与えた相手方に対し第５条に定める本研究経費の金額を上限として、当該損害の賠償を求めることができる。
一　暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
二　役員等（経営に実質的に関与している者を含む。）が反社会的勢力であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
２　甲又は乙が、本契約の履行に関連して下記の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。解除を行った当事者に損害が生じた場合は、損害を与えた相手方に対し第５条に定める本研究経費の金額を上限として、当該損害の賠償を求めることができる。
一　相手方に対して、脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いるとき、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うとき。
二　偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
三　反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
四　自己又は役員等（経営に実質的に関与している者を含む。）が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
五　その他前各号に準ずる行為を行うこと。
３　有責当事者は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできない。
（不当介入に関する通報・報告）
第19条　甲又は乙は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害などの不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
（管轄裁判所）

第20条　本契約に関する一切の紛争については、甲の事務所の所在地を管轄する札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（契約事項の変更等）

第21条　本契約に定めのない事項及び本契約の履行又は解釈に際して疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決するものとする。
　本契約締結の証として、本契約書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。
202*年＊＊月＊＊日

北海道江別市文京台緑町５８２番地　　　　　　　　　
（甲）　学校法人酪農学園　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長 　髙　島　英　也　　㊞　　　　
＊＊＊＊＊区＊＊町＊丁目＊番＊号　　　　　　　　　
（乙）　＊＊＊＊＊＊株式会社　　　　　　　　　　　　　　　
代表取締役 　＊　＊　＊　＊　　㊞　　　　
共同研究実施計画書
	研究題目
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊に関する研究


研究実施スケジュール

	研究項目
	実施スケジュール

	１）＊＊＊＊の分析
	20**年4月1日から20**年3月31日まで

	２）＊＊＊＊の分析
	20**年7月1日から20**年3月31日まで

	３）＊＊＊＊の分析
	20**年9月1日から20**年3月31日まで


研究担当者

	区　分
	氏　名
	所属部署・職名

	甲
	＊ ＊ ＊ ＊
	酪農学園大学 ＊＊学群 ＊＊学類・教授

	乙
	＊ ＊ ＊ ＊
	＊＊＊＊＊株式会社　＊＊＊＊＊＊部・研究員


研究経費の負担等
	甲
	金00,000,000円也（※乙が研究経費を負担する。）消費税額を含む。

	乙
	※自己負担


役割分担

	甲
	乙

	１）＊＊＊試験材料の採取
２）＊＊＊＊＊＊＊の分析
３）結果の解析
	１）研究用機器の提供
２）測定技術情報の提供
３）＊＊＊＊＊



実施場所
	甲：酪農学園大学
	北海道江別市文京台緑町５８２番地

	乙：＊＊＊＊＊＊株式会社
	＊＊＊＊＊区＊＊町＊丁目＊番＊号


使用する主な設備
	甲
	乙

	１）＊＊＊＊＊（乙提供備品）
２）＊＊＊＊装置
	該当なし


備考：特になし
